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午前10時05分開会 

○森戸座長 おはようございます。議会基本条例

策定代表者会議を開会いたします。 

 お手元の次第に基づいて、引き続き協議を進め

させていただきます。 

 まず、素案たたき台ということで、５月26日に

持ち帰りました、正副座長で持ち帰っているとい

う問題が、幾つか課題がございました。それを整

理させていただきましたので、ご報告をさせてい

ただきます。 

 その前に、本日も副議長にご出席をいただいて

おりますので、いつもありがとうございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元に各会派の意見集約用紙があ

りますので、ご覧いただければと思います。正副

座長で持ち帰ったのは、もう少し持ち帰る中身を

整理した方がいいということで整理をさせていた

だきました。 

 それで、裏面を見ていただきたいんですが、各

会派の持ち帰り事項ということで、全員協議会の

開催について、協議するための会派代表者会議の

開催要件について持ち帰っていただくということ

だったかなと思います。ただ、表があると思いま

すが、表の「全員協議会の開催要件」、「議長が

会派代表者会議を開催し、各会派の意見を聞いて、

議長の判断（議長一任）において、市長と調整し、

開催の有無を決定する」という部分は、全体は一

致しているのかなと。問題は、「全員協議会の開

催について、協議するための会派代表者会議の開

催要件」のところが、それぞれ、現状で議長判断
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という会派、２番目に４分の１の議員の請求があ

った場合、３番目に６分の１の議員の請求があっ

た場合、４番目に12分の１の議員の請求があった

場合という、この四つの意見に分かれていたのか

なと思います。 

 それで、正副座長で持ち帰ったわけですが、一

つは、第11条の第１項なんですが、ここの文章を

実は直しました。ここではなかったっけ。ここで、

第11条について、正副座長案として、第１項なん

ですが、「全員協議会は、都市計画その他重要政

策に関する研究及び協議を行う場合に、議長が招

集し、開催するものとする」ということです。こ

れは変わってはいないんですね。（「変えた」と

呼ぶ者あり）変えたんだったっけ。どこを変えた。

（不規則発言あり）そうか。では、ちょっと次長、

お願いしていいですか。 

○飯田議会事務局次長 第11条第１項の規定が、

もともとは「全員協議会は、市長が都市計画及び

重要政策等に関して議会の意見を聞く場合に、議

長が招集し、開催するものとする」ということに

なっておりまして、この「市長が」という言い方

が、市長がもし求めた場合、議会は開催を拒否で

きないのではないかとかいうようなお話に前回な

りまして、それならばということで、会議規則の

方に記載のございます全員協議会の開催の目的の

ところを参考に、このように記載させていただい

ております。 

 こちらの例規集の59ページにございますが、

「全員協議会は、議会の運営及び市政の諸問題に

関する研究及び協議を行う」というふうになって

ございます。こちらを参考に作らせていただいて

おりますが、ただし、ここの会議規則にございま

す「議会の運営及び」というのが、現在、全員協

議会は、議会運営については議会運営委員会の方

に全部やっていただいておりまして、全員協議会

が議会の運営に関して開くということはないだろ

うということで、そちらの文言を削らせていただ

いた上で、この条文を案として作らせていただい

ているものでございます。 

 会議規則の方とそごが生じますので、会議規則

の方は「議会の運営及び」のところを切ってはど

うかというのが正副座長案でございます。 

○森戸座長 今、説明があったとおりで、ちょっ

と会議規則の、皆さん、お持ちだと思うんですが、

第119条関係という別表を見ていただきたいんで

すが、ここで全員協議会の規定があって、「議会

の運営及び市政の諸問題に関する研究及び協議を

行う」となっているんですね。よくよく考えたら、

議会の運営について、全員協議会ではやっていな

いんですよ。これは、多分地方自治法が変わった

ときに、行政実例というか、モデル条例をそのま

ま、もしかしたら入れ込んだのかなというのがあ

って、改めて「議会の運営」とやると、ちょっと

これ、会議規則の方がおかしいねという話を事務

局との打合せでいたしました。むしろ、この会議

規則を直す必要があるのではないかということで

話をしたというのが実情であります。 

 では、ちょっと全部説明してしまいましょうか

ね。次が、自己研さん、第５章です。これは、第

13条については「議会は、議事機関として、その

意思決定に当たっては議員の公平で自由な質疑の

場を保障しなければならない」に変更をしたわけ

です。第２項において「意思を決定していくため

に」とあったんですが、「論点の整理又は合意形

成を図るために、各委員会を中心に議員間で討議

を行うことができるものとする」ということで、

これは確か白井議員などのご意見をちょっとこの

中に取り入れた形なのかなと思います。 

 一番下の（１）の持ち帰り事項のところを見て

いただきたいんですが、一番下ですね。「※」に

ありますが、議員間討議については、この間の議

論の中で、現状の内容でも討議に当たるので、新

たに討議の保障について規定しないことを正副座

長としては提案をしたいと。そこが最低限の一致
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点かなということであります。したがって、第３

項の「討議の保障に関し、必要な事項は、別に定

めるものとする」というのは削除させていただき

たいということであります。 

 それと、この「討議の保障」をどこに入れ込む

かということがもう一つの議論だったと思うんで

すが、持ち帰り事項（１）をご覧いただければと

思いますが、これは第２章に入れ込むか、第５章

の自己研さん・調査・研修・政策立案に入れ込む

かということで、ここを持ち帰っていただくとい

うことであります。 

 それから、（２）の正副座長からの提案で、第

２項の１行目の一番最後の方の「議員間討議」と

いうのを「議員間で討議」に変更をするというこ

とであります。第３項の削除は、先ほど申し上げ

たとおりであります。 

 あと、一番上の「※」の方で、小金井市議会会

議規則に次の規定があります。「議員は、質疑に

当たっては、自己の意見を述べることはできな

い」、この点については、作業部会第１班におい

て、検討・整理してもらうことになったというこ

とであります。 

 次に行きます。第14条であります。ここでは、

小林議員の方から、附属機関に対する見解などを

調べて、きちんとしてほしいという提案があって、

総務省見解などをここに述べたということですね。

併せまして、網かけになっていますが、その後の

ところで、「必要な機関」及び「政策検討会」に

ついては、第２班において課題を整理していただ

くということになっているということです。 

 それと、第５項の「議会研修会」または「議員

研修会」は、正副座長で整理をするというふうに

なっていました。裏面を見ていただきたいと思い

ますが、第14条第２項第５号については、「議会

研修会」とし、「議員研修会」には変更しない。

第16条の（議会研修会）を全部削除すると。これ、

同じものが出ているではないかという議論があり

ましたので、どちらかに統合した方がいいのでは

ないかというご意見も頂いています。それで、第

16条を削除し、第14条にまとめるという形にいた

しました。 

 したがって、第14条の一番上の題名ですね。

（調査・政策立案）となっていたんですが、ここ

に（調査・研修・政策立案）という三つを並べた

という形であります。 

 なお、裏面の備考を見ていただきたいんですが、

「議員研修について」というのが、ハンドブック

の81ページの申合せ事項に載っています。ちょっ

とご覧いただければと思いますが、申合せ事項で

は、タイトルが「議員研修について」という形に

なっています。これを「議会研修会」という名前

に、「11、議員研修について」というのを「11、

議会研修会」に変更させていただいて、その中で、

新人議員の研修と、それから、皆さんで話し合っ

て講師を決めて行う議員研修と二つあるんだよと

いうふうにした方が分かりやすいのかなというこ

とで整理をさせていただきました。 

 それと、「新人議員の研修」という言葉がある

んですが、新人議員って何なんだという話になり

まして、２期目も新人と同じではないかという議

論もあって、この申合せ事項の名称を、（１）の

「新人議員の研修」というのを「初当選議員研

修」というふうに変更したらどうかというのが、

正副座長の案であります。 

 これが正副座長案であります。 

 次に、第15条の政務活動費であります。言葉の

使い方で、第１項の「公布」というのは字が間違

えていますので、「交付」という字に修正をする

ということと、政務活動費の支給対象については、

政務活動費の交付に関する条例に規定をされてい

るということですね。交付対象については、政務

活動費は、小金井市議会における会派に対して交

付するということで、正副座長としては、第１項

と第２項については一致できると判断をしていま
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す。 

 第３項は、前回の議論を受け、正副座長案とし

て提案をさせていただいています。これは、第３

項の「交付対象経費については、議会の役割及び

活動状況を踏まえ、十分検討するものとする」と

いうことですね。これは、確か白井議員からもご

指摘があって、直した方がいいのではないかとい

うことも踏まえて、直させていただいています。

「議会内で十分検討するものとする」という「議

会内」というのを取ったんですね。 

 以上が、前回、ちょっといろいろと議論したこ

とを整理したということと、あと、正副座長の案

としてまとめさせていただいたということであり

ます。 

 それでは、第11条の全員協議会のところであり

ます。持ち帰るに当たって、検討するに当たって、

聞いておいた方がいいだろうということがあれば、

皆さんの方からご意見を頂ければと思いますが、

どうしましょうか。ここについては、もう持ち帰

るということでよければ、そのままスルーして、

別の議論に入ってもいいのかな。（「ちょっと、

みんなの意見をね」と呼ぶ者あり）そうですね。 

 ちょっと休憩します。 

午前10時23分休憩 

                  

午前11時02分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 本日、正副座長で提案をさせていただいた案に

ついて、お持ち帰りをいただきたいと思います。

お持ち帰りをいただく中身はもうよろしいですよ

ね。網かけをしているところを、事務局が丁寧に

書いていただいておりますので、ご覧いただいて、

お願いしたいと思います。 

 提出日は７月30日の午前中までにお願いしたい

と思います。議論は８月５日にさせていただきま

す。 

 それと併せて、第14条の第２項の「必要な機

関」、「政策検討会」については、第２班で課題

を整理していただいております。正副座長にその

結論が来ました段階で改めて検討して、皆さんに

お示しし、ご提案をしたいと思いますので、よろ

しくお願いをいたします。 

 では、持ち帰り事項はよろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

 それでは続きまして、議会基本条例の第17条、

第19条に移りたいと思います。まず、第17条から

説明をさせていただきます。第17条は議会事務局

の規定であります。一つは、第１項なんですが、

地方自治法第138条第２項の規定により設置をし

ているということをきちんと明記した方がいいの

ではないかということになりまして、これをここ

に入れさせていただきました。 

 併せて、「また」というふうに当初の文章では

なっていたんですが、これを第２項に起こしまし

た。「議会事務局は、前項によるもののほか、議

会の政策立案・政策提言活動、調査活動等を補佐

する役割を担うため、体制を充実強化するものと

する」ということで起こしました。 

 それと、第３項であります。「議長は、地方自

治法第138条第５項の規定により、議会事務局の

職員を任免する」、第４項として「議長は、議会

事務局の職員に係る人事に関して、市長にあらか

じめ協議するよう求めることができる」という文

言を入れさせていただきました。ここについて若

干説明をさせていただきたいと思いますので、協

議会に切り替えさせていただいてよろしいでしょ

うか。 

午前11時05分休憩 

                  

午前11時10分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 今、ちょっと協議会でも実情などを説明させて

いただきましたが、この第３項、第４項を入れさ

せていただいて、議会の権限を強めていくという
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ことでいかがだろうかということであります。 

 どうしましょう。一つ一つやった方がいいです

ね。（「そうだよね」と呼ぶ者あり）どちらにし

ても、今日、持ち帰っていただくことになります

ので、持ち帰るに当たって分からないことなどを

含めて、議論をしていければと思います。（「一

致する」と呼ぶ者あり）一致。 

○五十嵐議員 もともとの素案たたき台の方でも、

改革連合としては了承はしていなくて、「体制を

充実強化するものとする」というところだと思う

んですが、充実強化には予算が伴うということで、

条例に明記するのは不適という意見を言わせてい

ただいております。何か、条文については一致と

いうふうにも書いてあるんですが、一応改革連合

としてはそういう意見を書いておりまして、「充

実強化するものとする」というふうに言いきるこ

とには、私もちょっと抵抗があるかなと思ってお

ります。 

 それから、新しく出されてきたところの第４項

に関して、事前の協議、調布市では載っていると

いうことなんですが、条文に載せることに関して

は、ちょっと違和感を感じるというのが正直なと

ころなので、とりあえずそういう意見を申し上げ

ておきたいと思います。持ち帰りになると思いま

すので、同じ会派の人と相談したいと思いますけ

ど（「議長ね」と呼ぶ者あり）はい。一応そうい

うふうに意見を申し上げておきたいと思います。 

○斎藤議員 今、協議会の中で、座長が第３項、

第４項を追加する理由について解説をしていただ

きました。一部、個別具体的なこと以外のことは、

私は、この議会基本条例策定代表者会議の中で是

非言っていただければ良かったなと思って、それ

があれば、今、五十嵐議員が言われたちょっと違

和感というのも解消できると思っていまして、こ

の第３項、第４項は当然必要なことで、予算に絡

むことに関して言えば、もちろん予算の関係は市

長の専権事項ですから、ですから、この第４項の

ように、あらかじめ協議することができるという

ことは当然あって、それができなければ、議会事

務局の強化というのはなかなか難しい。この条文

があることによって、より良い議会事務局と議会

運営というものができると思っていますので、持

ち帰りにはなるんでしょうけど、私は、この第３

項、第４項は大いに歓迎したいと思っております。 

○片山議員 私も今、斎藤議員がおっしゃったよ

うなのと同じように思っているんですが、先ほど

五十嵐議員のおっしゃった「充実強化」のところ

に関しても、予算を伴うということだけではなく、

先ほど休憩中の中で、もう少し説明があったと思

うんですね。やはりこういう、調布市などについ

ては、多分、政策法務その他の機能の充実及び体

制の整備を図るというような言い方にされている

と思うんですけれども、小金井市議会においても、

こういったいろいろな目的によって、そういった

充実強化ということになると思いますので、必ず

しも予算がということではなくても、体制をきち

んとしていくということを図っていきたいという

意味において、これは必要な文言だと私は思って

います。また、付け加えたものについても、妥当

なというか、必要なものだと思っております。 

○森戸座長 例えば、これまで、体制の充実強化

という点で言うと、法務というか、政策能力をど

う高めるかというのはずっと議会の中で議論にな

ってきて、以前は、議会事務局の専属の運転手が

いらっしゃって、議長車ってあったんですよ。こ

れ、正規の職員の方にお願いをしていたというこ

とがあったんですが、議長の提案、当時、井上議

員が議長だったんですけれども、この運転手を非

常勤なり委託なりに変更して、政策、法務の庶務

係をもう一人増やしてほしいと。確か２人だった

んですよね。それを３人にしようということで、

会派の皆さんの同意を得て３人にしたという経過

もあります。 

 だから、実際に予算が伴うものもあるし、そう
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ではないものもあるし、やり方次第でやれるもの

もあるということだと思うんですよね。だから、

全て何か予算にということではないのかなと思っ

ています。実際に、そういうことをやってきたと。 

 ですから、さっきもちょっと表で言ってほしい

ということがあったので、ＩＴに強い職員を配置

してほしいという、当時の、これは野見山議長と

言っていいのかな、確か表で言っていらしたと思

うので、野見山議長のそういう提案もあって、会

派でも、全体がそれでいいではないかという話に

なって、そういう方を配置していただいたりとい

うことがありますので、「体制を充実強化」とい

うのは、議会サイドから見て、本当にどういう体

制が必要なのかというのは常に議論していく必要

があるのかなとは思います。 

 そういうルールがあるということも市民は知ら

ないというか、こっちから市長に対してそういう

申入れをすることができるということを知らない

方々も、市民の方が多いのではないかと思うんで

すよね。（「議員が知らない」と呼ぶ者あり）議

員が知らない。そうでした。では、そういう意味

でも、明定化しておくことは。 

○小林議員 持ち帰るに当たって１点確認してお

きたいんですが、追加の第３項のところ、調布市

議会の条例を参考にされたということでありまし

たけれども、調布市の第18条第２項の後段と、新

しい正副座長提案の第３項の後半が、若干ニュア

ンス、書き方が違います。正副座長案だと「議会

事務局の職員を任免する」と。調布市の第２項の

後半は「その任免権を行使するものとします」と

なっているわけですけれども、この変えられてい

る趣旨というところを確認しておきたいと思いま

す。 

○森戸座長 「任免権を行使する」と言うとちょ

っと硬いので、余り意味がなくて、「任免するも

のとする」という方が分かりやすいかなというこ

とで、中身は違わないかなと思っているんですが、

調布市の方が良ければ、それでもいいかなと思い

ます。 

○小林議員 今、「任免するものとする」という

話だったんですけれども、どちらでもいいという

話でした。この案が「する」で言いきりになって

いたので、逆に、これもまた強いなと思っていた

ので、その確認でした。 

○森戸座長 地方自治法のとおりだね。（「合わ

せた」と呼ぶ者あり）そう。こちらの、「任免す

る」となっているんですね。「議長がこれを任免

する」と。それを「任免する」にしたんですね。

そうですね。（「このとおりにした」と呼ぶ者あ

り）このとおりにしたんだ。 

 あと、ありますか。 

○百瀬議員 第１項と第３項なんですが、先ほど

来地方自治法第138条うんぬんというのは、条例

の文章として出てきているのは、ほかの、それ以

前の条文はこういう書き方で、根拠になることを

逐条等で解説するというのが基本的な書き方なん

ですが、今回、これで、こういうふうに条文に入

れ込んだということの理由というか、この辺が何

かほかの、今までの文章とはちょっと違和感とい

うか、違うので、何か強化、表現するという意図

がおありだったと思うんですが、ちょっとこの辺

の説明をしていただきたいと思います。 

○森戸座長 必要があれば、ほかも入れなければ

いけないかなと思うんですが、事務局が地方自治

法に基づく設置であるよということはきちんと規

定しておく。しかも、市長部局とは切り分けられ

るものであるということを規定しておく意味で、

その法律の根拠を明らかにしておいた方が分かり

やすいのかなということですね。 

 もしほかも必要であれば、そういう書き方をす

るというのはあるかなと思うんですが、ちょっと、

確かに違和感を感じられるかもしれないんですけ

ど、宮下副座長、もし補足があれば。 

○宮下副座長 ちょっと議会事務局の部分は、今
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までの感覚だと、局長人事も全部、要するに、市

長サイドからの采配で、実質的になってしまって

いる部分があって、やはりその辺からは本来、独

立していますよという部分をうたった方がいいの

ではないかというふうな話もあったものですから、

ちょっと正副座長の中でね。その中では、根拠も

うたわないというのも変だし、やはりここはきち

んと根拠をうたった上で、はっきり言った方がい

いのではないかという提案なんです。 

○森戸座長 議会と市長部局との対等、平等で、

権限をどう強化するかと。そのことをどう明定化

するかということの意思表示を議会としてした方

がいいのではないかということですよね。こうい

う規定があるのに、どうなっているの、全然それ

が見えてこないというのはやはり良くないのでは

ないかということでありますので、そこをご理解

いただければと思います。 

 あと、よろしいですか。 

○湯沢議員 新しい第４項についてなんですが、

地方自治法第138条の第５項でも、新しい第３項

でもそうなんですけど、議会事務局の職員は議長

が任免するわけです。議長が任免するということ

が前提で、ただ、事実上、議長が独自に任免する

のが難しいから、実際には、首長が採用している

職員の中から発令する。事実上そうなっていると

いうような扱いだと私は認識をしているんです。

であれば、実際は、議会が直接任用することもで

きるというか、それが前提だという中で、「市長

にあらかじめ協議するよう求めることができる」

という第４項が出てくるのはちょっと唐突な気が

していて、これから持ち帰って協議もしなくては

いけないので、改めて考えようとは思うんですが、

第３項の議長が任免するんだということと、第４

項の市長に協議を求めることができるというのが

ちょっと矛盾しているような、そこが、職員に関

わる人事を市長が決めるというのが前提になって

いる第４項は、第３項との関係でどうなのかなと

いう、ちょっと違和感。五十嵐議員が言う違和感

と同じかどうかは分からないんですけど、ちょっ

と違和感は感じます。 

○森戸座長 そうだよね。本当は議長が採用試験

を行って、議会事務局の職員を採用するというの

が本当なんですよね。ただ、それが現状ではそう

なっていないところがあって、ここの文章は非常

に矛盾はあるんですよね。おっしゃることは分か

ります。任免権があるのに、あらかじめ協議する

ってどういうことなのと。 

○斎藤議員 逆に言えば、任免するに当たって、

市長の意見を聞くことができると逆にした方がい

いのではない。 

○森戸座長 そうね。そういうこともあるかもね。

こちらが任免するに当たって。 

 ちょっと休憩します。 

午前11時25分休憩 

                  

午前11時49分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 今、第４項をめぐっては、いろいろご意見を頂

きました。この文言がいいということにはならな

いと思いますし、矛盾のないように提案をしてい

ただける会派がありましたら、是非ご提案もお願

いしたいと思いますので、この点については、第

１項から第４項までお持ち帰りいただくというこ

とでよろしいでしょうか。 

 では、続きまして、第18条です。第18条は、す

いません、議会図書室です。これは変えておりま

せんので、ここに書いていないんですね。ちょっ

と第18条をご覧いただければと思います。ここは

「議員の調査研究及び政策立案に資するために設

置する議会図書室を」うんぬんとあるんですが、

図書館管理規定が例規集の229ページにあります。

図書室ですね。小金井市議会図書室管理規定です

ね。この管理規定に基づき、適正に管理するとい

うことで、図書室管理規定という文言を、ここに
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ちょっと入れるということですかね。 

○飯田議会事務局次長 こちらの条例の方が上に

なりますので、管理規定に基づきということはあ

えて必要ではないかもしれないと思っております。 

○森戸座長 分かりました。 

○飯田議会事務局次長 ただ、ちょっと１点よろ

しいでしょうか。こちらの管理規定の方の条文の

第２条の「図書室には」のところなんですけれど

も、２行目で「調査研究に資するとともに」とい

うことで調査研究という形になっております。で

すので、条例に合わせるとすると、こちらの管理

規定の方を「調査研究及び政策立案に資するた

め」という形で合わせた方がよろしいのかなと思

っております。管理規定の方を条例の方に。 

○森戸座長 そうだ。そういう意味だったんだ。

ごめん、私、メモを書いていて。すいませんね。

229ページの管理規定を直すということですね。

第２条、「議員の調査研究及び政策立案に資する

とともに」と直すということで、これは１班にお

任せしたいと思うんですが、よろしいですか。も

しここが一致すれば。 

 それから、第２項の「議会は、議会図書室の活

用に当たっては、市が設置する行政資料室等との

連携を図るものとする」ということになっていま

す。これは、新庁舎建設の基本構想を策定する中

で、議会の在り方、議場の在り方についての議論

がありました。その中で、行政資料室と議会図書

室の連携を図れるようにしてほしいという要望を

全会一致で提案をさせていただいていまして、こ

の文言が入っているということであります。分か

りづらい。 

 それぞれ、ここで何かご意見があれば。 

○片山議員 今の行政資料室についての質問なん

ですが、行政資料室という位置付けのものという

のは、現状ではないですよね。ということでいい

んでしょうか。今は情報公開コーナーとか、図書

館とかそういうところの資料との連携はあるかも

しれないんですけど、今の段階ではないというこ

とでの確認でよろしいでしょうか。 

○飯田議会事務局次長 今、連携というはっきり

したものではないんですけれども、図書室に置き

きれなかったものをそちらに置かせていただいた

りというような程度の連携はしているんですが、

あえて、こちらで言っている連携と言えるものか

どうかは分かりませんが、その程度の連携という

形になっています。 

○森戸座長 行政資料室という場所はあるかどう

かという。 

○飯田議会事務局次長 行政資料室はございます。 

○森戸座長 この２階ですよね。 

○飯田議会事務局次長 はい。 

○森戸座長 ２階なんですけど、余り資料はない

ですよね。（「廊下の方ですか」と呼ぶ者あり）

廊下ではなくて、広報係の前。向かい。こっち側、

議会応接室の真下です。（「分かりました」と呼

ぶ者あり）ただ、余り資料はないですよね。情報

公開コーナーの方がありますよね。あれは将来的

には、行政資料室として一体化するんですかね。

（不規則発言あり）そうですね。「行政資料室」

という言葉がいいかどうかですね。ちょっとこれ

は正副座長で検討させていただいていいですか。 

○五十嵐議員 「行政資料室等」というふうにあ

りますけど、これは情報公開コーナーも入ってい

るんでしょうか。それとも、「等」の中に、ほか

に何かあるんでしょうか。 

○森戸座長 これは情報公開コーナーが入ってい

ます。（「ほかに」と呼ぶ者あり）ほかには、あ

とは図書館ですね。（「図書館も入れるわけです

ね」と呼ぶ者あり）はい。 

 本来は、例えば、今、いろいろなことで議題に

なっている重要課題なんかで、図書館から団体貸

出しで本を借りるということだってやれるわけで

すよね。でも、なかなかそうはできていない状況

があって、もっとそういうことでも活用できるよ
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うにしていくことが必要なのではないかというこ

とであります。 

 それで、すいません、私、もう一つ説明し忘れ

ていて、素案たたき台の各会派の意見集約用紙の

委員長コメントがあります。ここで、議会図書室

の市民利用について明記すべきという意見があり

ました。これは、地方自治法第100条第15項にお

いて「前項の図書室は、一般にこれを利用させる

ことができる」というふうにしているので、二重

となるため明記しないということにしましたが、

逐条解説で明らかにしておいた方がいいのではな

いかということになっておりまして、ちょっと市

民利用も頭に入れておいていただければと思いま

す。 

 本当は管理規定でも、そのことをうたった方が

いいんですかね。うたっていなかったっけ。（不

規則発言あり）書いてあったっけ。そうか。「市

職員及び一般に利用させることができる」ね。 

 ただ、今の図書室は、かなり整理されたんです

けど、本当に努力していただきまして、市の資料

などは、ああいう分類にはなっていなかったので、

よく整理していただいているなと思うんですが、

ちょっと閉架図書みたいになってしまって、市民

の皆さんに利用するところまではいけていないか

なと思いますが、新しい庁舎ができれば、ある程

度市民も利用できるものにする必要はあるかなと

思います。 

 ここら辺は逐条解説で述べるというのはよろし

いですかね。管理規定でもうたっていますから、

いいですよね。 

 それでは、ちょうど12時になりましたので、こ

の第18条はどうでしょう。持ち帰る必要はありま

すか。一致しているからいいでしょう。（不規則

発言あり）「行政資料室」のところだけね。あと

はいいですよね、文言。 

○板倉議員 座長の整理ですと、「等」というと

ころは情報公開コーナーと図書館も含むというご

説明がありましたね。小金井市議会図書室管理規

定では、連携する、さっきの図書館も含むとなる

と、「図書の貸出しは、１人１回３冊以内とし、

その期間は７日以内とする」となっていますよね。

例えば議員側から、この資料をそろえてほしいと

いったときには、図書館も含むとなると、どうい

うふうな手続になっていくんでしょうか。 

○森戸座長 それはいろいろ方法はあるというこ

とで、団体貸出しと先ほど説明したんですが、団

体貸出しが多いのではないかと。議会図書室とし

て借りるわけですから。個人で必要なものは、も

う個人で図書室で借りてもらうしかないと思うん

ですよね。ということかなと思っているんですが。 

 団体貸出しは、図書館の方で一定の規定があっ

て、１か月なり２か月なり、貸し出してもらうこ

とができるわけですよね。だから、貸し出した本

を私たち議員がどうするかというのは、また新た

な規定を作るということはあると思うんですけれ

ども、現状では、できて団体貸出しだと思うんで

すよね。ほかは、個人で借りる分は、個人で借り

てもらうしかないと。よろしいですか。 

 それでは、正副座長で「行政資料室」という文

言でいいかどうか検討させていただいて、この点

ではもう一致していますので、よろしいですか。 

 １班で検討することは、ちょっと管理規定との

関係であるんですかね。（不規則発言あり）そう

ですね。では、１班の方でよろしくお願いいたし

ます。 

 では、昼食のため、しばらく休憩します。 

午後０時02分休憩 

                  

午後１時05分開議 

○森戸座長 お疲れさまです。再開いたします。 

 それでは、午前中に引き続き、協議を進めてい

きます。 

 次に、第19条であります。第19条は議員の定

数・報酬ということなんですが、若干これは訂正
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をいたしました。第19条については、第２項のと

ころなんですが、「議員定数の改正に当たっては、

市政の現状及び課題、将来予測等を十分に考慮し、

市民意見を把握し定めるものとする」というのが

当初の文言でありました。これを、ここにあるよ

うに、「議員定数の改正に当たっては、市政の現

状及び課題を十分に考慮し、市民の意見を聴取し

たうえで定めるものとする」と変更をいたしまし

た。「市民意見を把握し定めるものとする」とい

うことになると、どうしても市民意見を聞かなけ

ればいけないということになってくると、なかな

か難しい場合もあるのではないかということがあ

りまして、そういう議論もあったんですが、基本

的には、「聴取したうえで定めるものとする」と

いうことでどうだろうかというのが、正副座長の

案であります。 

 この聴取の仕方は、アンケートという形もあり

ますし、前回行った陳情に対する公聴会という形

で意見を聴取することもありましたし、意見を聞

く方法というのはいろいろあるということで、一

致したところで行っていくということになると思

いますが、こういう規定に変えさせていただいた

ということであります。 

 第19条の議員定数はよろしいでしょうかね。何

かありますでしょうか。 

○片山議員 「将来予測等」を省いた理由は何で

したっけ。今、説明があったんでしたか。 

○森戸座長 「将来予測等」というのは何を意味

するのかということがなかなか分かりづらいとい

うことがありましたので、「市政の現状及び課題

を十分に考慮し」ということで十分に分かるので

はないかと。将来予測というのは、人口の将来予

測もあるし、有権者の将来予測、財政の将来予測、

何を指すのかということがはっきりしなくなって

くるのではないかなという議論だったかなと思い

ます。 

○五十嵐議員 そもそも論なんですけれども、議

員定数というのは、もともと地方自治法で人口割

によって一定決められていますよね。その枠の中

で、各自治体がいろいろ調整しているというか、

裁量でやっている現状がありますよね。近年は何

となく削減の方向が、世論としてはあるかなと思

っているんですけど、そういうのがありますよね。

そのそもそもの基本的な人口をベースにした一つ

の、地方自治法にうたってある法的な部分という

のに一切触れないでいいのかなというのがちょっ

とあって、ここの条例だけだと、どうにでもなる

というふうに思われても違うかなというのもあっ

て、そこのところに触れなくていいのだろうかと

いう疑問がちょっとあるんですけれども、もしそ

の辺、見解があるようでしたらお聞かせいただけ

ればと。 

○飯田議会事務局次長 今、お話にありました人

口割別の定数でございますが、平成23年の地方自

治法の改正によりまして、人口段階別の法的な制

限というのがなくなりまして、現在ですと、地方

自治法第91条で「市町村議会の議員の定数は、条

例で定める」という形で、各市の条例で定めれば

よろしいということになっております。 

○森戸座長 そうなんです。最近、変わったんで

すよね。（「なくなってしまったんだ」と呼ぶ者

あり）なくなってしまったんですよ。 

○板倉議員 人口とか財政の問題とかいろいろな

規定がありますけれども、議員定数というのは、

やはり市民が直接影響を受けるものだと思ってい

るんですよね。議会サイドの問題ではなくて。有

権者である方たちの被選挙権を保障するものにな

りますから、それに対する何か基準というか要件

みたいなものは、条例では定めるべきではないと

思うんです。あくまで市民の権利にも関わる部分

ですから。だから、この規定でいいのではないか

と私は考えます。 

○森戸座長 いかがでしょうか。いいですかね。 

 これは、もともとのたたき台のところも全会一



－ 11 － 

致になっていますので。では、第19条は一致をし

たということでご確認いただいてよろしいでしょ

うか。 

 それでは、第20条の議員報酬のところでありま

す。この第20条は、大もとのところが、第１項と

第２項に分けられています。一つは、第１項は、

市民の負託に応える議員活動への対価であること

を基本とし、条例で定めるものとするということ

なんですね。第２項が、議員報酬の改定に当たっ

ては、市政の現状及び課題、ここに「将来予測

等」というのがあったんですが、定数と同じで

「将来予測等」というのを省きました。「市政の

現状及び課題を考慮するとともに、市民の意見を

聴取するものとする」と。 

 初めに、皆さんに先日、金曜日にお送りしたの

は、ここの「市民の意見を聴取するものとする」

というところが若干変わっていたかなと思うんで

すね。「聴取して決定する」ということだったん

ですが、基本的に、議員報酬というのは、各会派

の中で話合いを行って合意した内容で、特別職報

酬等審議会の意見を聞いて決定をするという流れ

がありますので、市民の意見を聴取し、議会の中

でどう判断するかというのを確認すると。それで、

第３項で、「条例を議会に提出しようとするとき

は、あらかじめ、当該議員報酬の額について小金

井市特別職報酬等審議会の意見を聴くものとす

る」ということで分けさせていただきました。 

 最初の文章は、「小金井市特別職報酬等審議会

の意見」、一番最後に「市民の意見を把握して決

定する」となっていたんですが、特別職報酬等審

議会の委員に公募市民が入っているんですね。そ

うなると、市民、市民で重複をするということが

あると。では、特別職報酬等審議会だけの意見で

いいのかというと、やはり私たち会派が判断する

上で、一般の市民の皆さんの意見を聴取する機会

を設けて、その上でどうしたらいいかという判断

をするということになっていくのではないかとい

うことで、報酬の改定に当たっての２段階方式と

いうんですかね、そういう方式を採って決定をし

ていくということにしてはどうかということが、

正副座長の案であります。 

 今日午後、皆さんの机の上に、議員報酬とは何

かということについての資料をお配りしておりま

すので、ちょっとまず、そこを、かなりいろいろ

と変わったりしているところもありますので、議

会事務局長の方から説明をしていただきます。 

○加藤議会事務局長 それでは、お手元にご配付

をさせていただきました資料なんですけれども、

まず、現在、議員のいわゆる議員報酬というのは

地方自治法の第203条で定められているんですけ

れども、ここで議員報酬とされた経過をちょっと

簡単にご説明しますと、以前、この第203条とい

うのは議員報酬という形ではなくて、いわゆる議

員の報酬、費用弁償のほか、委員会委員等の非常

勤職員、また、それについても併せて、実は全部

規定をしておりましたけれども、両者の職務執行

の対応が非常に異なっているというようなことか

ら、同列視する定め方について、いわゆる３議長

会、都道府県と市と町村の議長会の方から改正に

ついての要望があって、そういうようなことを受

けて、平成20年に、現在の第203条では、議員報

酬に関すること、第203条の２では、それ以外の

執行機関の非常勤職員についてということで、二

つに分けて規定をされたと。まず、そういう経過

があって、今の第203条の議員の報酬の規定があ

るという経過になっています。 

 では、一般に、報酬といった場合に、どういう

ことかというと、今日お配りしたコンメンタール

の方の四角の２番で「議員報酬」と書いてある、

ページで言うと241ページのところですけれども、

そこを見ていただくと、これは非常に分かりやす

くまとめてあるんですが、「一般に報酬とは「一

定の役務の対価として与えられる反対給付」」と

いうものを一般的に報酬と言っていると。議員報
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酬についても、そのように解されていると。 

 一方、常勤職員に対する給与というのは「「職

務の円滑な遂行を支えるための生活保障の給付」

たる生活給」ということで、ここの部分は、言い

方としてははっきりと区別がされていると。 

 なお書きのところにありますが、報酬というも

のには「職務を行うため要する費用」、つまり、

費用弁償の部分、及び議員の期末手当の部分が含

まれていないことから、地方自治法の第203条に

おいても、第２項と第３項のところで、これらを

定めた規定となっているという形の規定ぶりにな

っております。 

 ということで、基本的な議員報酬という名前に

なった経過と、報酬と、一般的ないわゆる給与と

の差ということで、基本的なところだけのご説明

ですが、以上になります。 

○森戸座長 ということであります。他の行政委

員会などの支給方法などについて、行政委員会と

は区別したということですよね。ですから、この

例規集にもあるように、「小金井市議会の議員の

議員報酬及び」うんぬんということになっている

ということですね。 

 あと、ちょっともう一つの、今、言われたのは

（「結局、同じこと」と呼ぶ者あり）同じですね。

（「結局、一緒くたから、議員報酬と別々にちゃ

んと規定するようになったということです」と呼

ぶ者あり）地方自治法の第203条では、第１項か、

普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議

員報酬を支給しなければならない。議員は、職務

を行うため要する費用の弁償を受けることができ

る。普通地方公共団体は、期末手当を支給するこ

とができる。費用弁償及び期末手当の額並びにそ

の支給方法は、条例でこれを定めなければならな

いというのが、地方自治法の規定だということで

すね。 

○板倉議員 この議員報酬の第20条の読み方を解

釈する上での確認なんですけれども、第２項で、

改定に当たっては、まず市民の意見を聴取すると。

聴取する方法については、一致するところで行い

たいというのが先ほど、座長から言われておりま

した。 

 第２項が先にあって、第３項のときには、「提

出しようとするときは」ということですから、第

２項で市民の意見を聴取した上で、素案をまとめ、

それを小金井市特別職報酬等審議会に諮るという

流れということで理解してよろしいでしょうか。 

○森戸座長 そのとおりです。（「この順番どお

りだね」と呼ぶ者あり）小金井市特別職報酬等審

議会も公募市民はいらっしゃるんですが、条例を

確定させる前には、各会派が市民から意見を聞く

ということもありますし、議会としてアンケート

もあるし、やり方はいろいろあるかなと思うんで

すが、その一致したところで行うということです。 

○片山議員 そうすると、聴取の方法については、

先ほどの第19条では、アンケートや公聴会という

形であったと思うんですが、何か逐条なりで解説

するときには、この件について、ちょっとその辺

のニュアンスは変わってくるんでしょうか。 

○森戸座長 議員報酬の額の改定の場合は、条例

提出前なので、多分公聴会は開けないと思うんで

すよ。議案とか陳情が出ていればできるんですけ

ど、そうではないですよね。（不規則発言あり）

議員案が出てくる可能性はありますよね。議員案

を出すのは、会派が一致しなくても出せるわけだ

から、そのときは公聴会を開くことができると。

交渉して決裂する場合だってあるわけですからね。 

○片山議員 先ほど座長がおっしゃった聴取の手

段として、各会派が何か市民の意見を聞く機会と

か、アンケートとかという形だったものですから、

ちょっとそこら辺、どういったものを想定してい

くかというのを、皆さんのご意見を聞いて確認し

ておきたいなと思います。 

○森戸座長 今、片山議員からは、市民の意見を

聴取するということでお互いが合意できるとした
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ら、どういうものを考えていらっしゃるか、各会

派のご意見を伺いたいということなんですが、何

かお考えとかはありますでしょうか。 

○片山議員 特に今すぐにというあれではなくて

も、聴取するということで一致するということで

あれば、それは、こういったことを盛り込んだら

いいかということを作業部会などで話せばいいか

なと思っているんですけど、市民意見の聴取とい

うことで、先ほどの議員定数のところと同様な形

で考えていっていいのかどうかという確認だけ、

ここでしたいということなんです。 

○五十嵐議員 特に意見はなさそうなんですけれ

ども、ここの部分は初めてですよね。それで、一

応持ち帰りというのができるかどうかというのを

ちょっと確認したいんです。 

○森戸座長 いいですよ。 

○五十嵐議員 何がどうだからということではな

くて、議員一人ひとりに関わることでもあるし、

一応慎重にということで、持ち帰りをお願いした

いなというのが一つなんですね。 

 それから、市民の意見を聴取するものというこ

とについてなんですけど、今までは、多分報酬に

関してはないと思うんですが、例えば議員定数の

改正に関しては、提案されたということはあると

思うんですよね。何人かの会派で提案されてと。

何人かの会派で提案されるときも、提案するに当

たって、市民の意見を聴取しなければならないと

いうふうにこれを読むのかどうなのかというのを

ちょっとお聞きしたかったんです。 

 議員報酬の方に関しても、今までは余りなかっ

たと思うんですけど、もしこれから、例えば改正

したいというような会派が出てきたときに、市民

の意見をあらかじめ聴取した上で提案するという

ことになるのかどうなのかということを、ちょっ

とどうお考えなのかお聞きしたいです。 

○飯田議会事務局次長 今のお話でございますが、

実は第６条の第３項で、議会は、議員または委員

会が条例等の政策提案をするに当たって、市民と

の懇談などの手段により意見を聞く機会を設ける

よう努めるものとするということで、必ずという

ことではないですが、こちらで、努力規定ではご

ざいますけれども、全会一致でないものであった

としても、意見を聞く機会を設けるよう努めると

いうような条文になってございます。 

○森戸座長 今、議会事務局次長からも説明があ

って、条例を提案する際に、関係者等と懇談し、

意見を聞く機会を設けることができるだっけ。 

○五十嵐議員 説明をありがとうございます。 

 それで、第６条の方は、いろいろな、様々な政

策提言も含めた条例提案をするときには、そのよ

うに努めるものとするということですよね。第19

条とか第20条に関しては、「聴取するものとす

る」とか「聴取したうえで」とかという言い方に

もなるし、第19条の２は「定める」の前にありま

すから、定めるに当たってはというふうにも読み

取れるのであれなんですけど、第20条の２に関し

ては、「改定に当たっては」という言い方になる

と、改定を提案するときにも、これは該当するの

かなとちょっと読んでいて思ったものですから、

どんなものでしょうかと。どっちかというと、努

力義務ではなくて義務規定みたいに書かれている

ところなので、そこをちょっとどう整理したらい

いかなと思って質問させていただきました。 

○森戸座長 議員定数の削減もそうなんですが、

議員定数の削減は、一つは、市民の政治への参加

をどうするかという非常に重要な権利に関わる問

題なので、意見を聴取した上で定めていくという

前提はかなり、いろいろな議案と同じ扱いではな

いということだと思うんですね。そういう意味で、

聴取した上で定めるという、ちょっと義務規定に、

ちょっとというか義務規定になっています。 

 それから、議員報酬も、下げる場合は、異論、

そんな市民のご意見はないと思うんですが、上げ

る場合とかになると、かなりいろいろな意見が出
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てくるということはあるので、やはりこれも、ほ

かの議案とは違う重みがあるのではないかという

ことで、市民の意見を聴取するというふうにした

方が、より市民的に理解を深めていただくことが

できるのではないかということで、こういう文言

にしました。 

○五十嵐議員 それは分かるんです。聞きたかっ

たのは、要するに、提案するときも、そういうふ

うにしなくてはいけないというふうにここで縛ら

れるものですかという質問なんですね。 

○森戸座長 それはどっちですか。議員定数。 

○五十嵐議員 今は第20条の２の方ですね。改定

というのは、下げるときもあるでしょうし、上げ

るときもあるでしょうし、条例文をそのまま読め

ば、下げるにしても上げるにしてもというふうに、

両方にかかるものだと思いますので、どちらにし

ても市民の意見を聴取するということになるんだ

と思うんですけど、要するに、提案されて、その

議論をしている過程の中で市民の意見を聞けばい

いということなのか、つまり、結論を出す前に聞

けばいいということなのか、議員提案をしようと

するときに、自分たちで、例えばもう市民の意見

を聞いたということを条件として付けて提案をし

なければいけないものなのかという、そこだけを

ちょっと、この条文をどういうふうに読み取った

らいいかということを聞きたかっただけです。 

○森戸座長 この第３項は、提出するときに小金

井市特別職報酬等審議会の意見を聞いているわけ

だから、提出したときに、また意見を聞くという

ことは余り想定していないんですよね。ただ、議

論の中で、いや、そうはいっても聞いた方がいい

のではないの、こんなに大幅に、例えば上げると

きだとか、下げるときか分からないけど、聞いた

方がいいのではないのという意向が全会で一致す

れば、それは提案しようとしているときに聞くと

いうこともあると思うんですが、２段階を経てい

るわけだから、提案する前に意見を聞き、条例を

提案、提出しようとするときも、あらかじめに聞

いているわけだから、市民的な声は聞いていると

いうことになるので、そう何度も聞くということ

になるのかなというのはちょっと、その時々によ

ってではないかと思うんですけどね。 

 あれでしょう、五十嵐議員がおっしゃるのは、

条例が、小金井市特別職報酬等審議会から答申が

出たと。それに基づいて、議員が報酬の何らかの

改定の提案をしたと。そのときにも聞く必要があ

るのかどうかということではないの。 

○五十嵐議員 すいません、そういう意味で聞い

ているのではなくて、もっと単純に、議員が何人

か集まって提案権を活用して、何人かで提案しよ

うと考えた場合です。考えた場合、この条文がそ

のまま引っ掛かりますかということを聞いている

だけなんです。つまり、提案しようとしたら、こ

れからは、提案する前に、市民への意見というも

のを事前に聴取するということが条件になってし

まうのでしょうかと聞いているんです。質問の意

味、分かりますか。この条文を見ると、そんなふ

うにも取れるんですけど、そういうことになるん

でしょうかという質問です。 

○森戸座長 分かりました。すいません。それは、

前の条文にもあるように、基本的には、そういう

ことに努めるということですから、聞いた手段は

いろいろな中でなので、全てがそうしなければい

けないということにはならないのではないですか

ね。 

 聞いたと。聞いたんですよ。例えば、五十嵐議

員が市民のところに行ったら、やはり議員は報酬

が高いよ、下げた方がいいよという意見があった

と。それを聞いて、私たちは提案するんですとい

うのも、聞いたうちに入るわけですよね。だから、

聞かなかったから出せないとかいうことにはなら

ないだろうと。何か、いろいろなアンケートとか

いろいろな手段で聞いていないから、出したらだ

めだよということにはならないと私は思うんです
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が、皆さん、いかがですか。「市民の意見を聴取

するものとする」というときに、議員提案で出し

た場合ですよね。 

 第３項は、多分全会派一致で、こうやりたいと

言ったときにだと思うんですよね。ではなかった

っけ。（「そうです」と呼ぶ者あり）そうだよね。

「議員報酬の額に関する条例を議会に提出しよう

とするときは、あらかじめ」というふうになると、

議員同士で条例を提案したときに、小金井市特別

職報酬等審議会にかけなければいけないかという

と、それはそうならないからね。ならないよね。

全会派が一致していなくて……。 

○飯田議会事務局次長 一応、こちらの例規集の

99ページを見ていただきたいと思うんですけれど

も、第２条ですかね。こちらの方を見ますと、必

ず、そういう条例を議会に提出しようとするとき

は、あらかじめ小金井市特別職報酬等審議会の意

見を聞くものとするという形になっておりまして、

それが全会一致であろうとなかろうと、条例を提

案しようというときには、この小金井市特別職報

酬等審議会の意見を聞くという形になっておりま

す。 

 それで、小金井市特別職報酬等審議会に対する

かけ方なんですけれども、今のところ、全会一致

でこういうふうに変えようということでご協議い

ただいていることが多いかと思うんですけれども、

今までの例ですと、議長名で市長に対して、小金

井市特別職報酬等審議会にかけてくださいという

ご依頼文を事務連絡で差し上げて、そのときに、

条例の改正案文も付けて、小金井市特別職報酬等

審議会に市長からかけていただいているという状

況でございます。 

○森戸座長 ちょっと休憩します。 

午後１時38分休憩 

                  

午後２時38分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 先ほどの第20条については、一定議論をいただ

きまして、正副座長で改めて提案をすることにさ

せていただきます。主語を明確にするということ

と、それから、小金井市特別職報酬等審議会は、

あくまでも市長が諮問し、答申をするものであり

ますので、第３項の「意見を聴くものとする」と

いうのは、「意見を聴くよう市長に求めるものと

する」という趣旨に変えさせていただきたいと思

います。 

 また、改めて４番目として「小金井市特別職報

酬等審議会の答申を尊重するよう努めるものとす

る」ということの趣旨を加えさせていただいて、

正副座長で改めて意見集約用紙を皆さんのところ

にご配付させていただきますので、よろしくお願

いをいたします。よろしいですか。（「はい」と

呼ぶ者あり） 

 続きまして、第21条です。第21条は、まだ事務

局と正副座長では十分な精査はできておりません

が、この時間帯ですので、先に進めさせていただ

き、変更があるところは、改めて事務局の法文と

の関係などで、精査すべきところは精査をしてい

きたいと思います。 

 第21条は他の条例との関係ということで、「こ

の条例は、議会に関する基本的事項を定める条例

であり、議会における最高規範である」、第２項

は「議会は、議会に関する他の条例等を制定し、

又は改廃する場合においては、この条例に反して

はならない」という条文になっております。この

条文については、たたき台の案で一致をしていま

すが、公明党からは、たたき台の意見のところで、

「議会における最高規範」という文言がほかの部

分にも出てくるなら不自然に見えると。あるべき

ところに１か所きちんと明記すべきであるという

ご意見を頂いておりますので、ご紹介をしておき

ます。 

○宮下副座長 これ、「最高規範」というところ

の公明党のコメントなんですけれども、一応条例
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の全体像が見えてこないと、だから、本当は、こ

こら辺のところははっきりとは分からないんです

けれども、今のところ、条文の中では多分１か所

かな。ここだけ。（「そうですね」と呼ぶ者あ

り）あとは、前文のところに入っていたのかなと

思うんですけど、その辺は、ですから、全体像を

見て、ちょっとどういうふうにすべきかというの

は考慮というか、みんなと議論しながら決めてい

けばいいのかなと思いますけれども、一応ちょっ

と問題提起として、これは入れさせていただいて

おります。 

○森戸座長 ありがとうございます。 

 前文のところの「最高規範」というのは取ると

いうふうになったんですね。（「そうだっけ」と

呼ぶ者あり）自民党から、確かこれ、意見があっ

て、最後から２行目の「ここに議会の最高規範と

して」という「最高」は削除をするというふうに

私のメモはなっています。（「前文のところ」と

呼ぶ者あり）そうですね。 

 第21条はいかがですか。結構これは、各議会と

もこういう位置付けになっているんですね。 

○片山議員 今、前文についておっしゃったこと

は、保留になっていたわけではなくて、前文全体

を保留というような捉え方だったんですけれども、

何か決定ということでしょうか。 

○森戸座長 全体は決定ではないけれども、取る

という方向は確認をされていると。違いますか。 

○片山議員 事務局から送られてきたものにはま

だ載っているということがあったものですから、

特にそこは決定ということではなかったのかなな

んて思いながら、保留事項となっているのかなな

んていうふうに思っていたところです。 

 ただ、それはそれとして、前文がどうなるかと

いうのはまた別としても、第21条については、私

はこのままでいいかなというふうに意見としては

申し上げておきます。 

○斎藤議員 各条もそうなんですが、第７章で本

条例の位置づけという中で、第21条は他の条例等

との関係、条例の検証等とあるんですけれども、

この章を立てるのであれば、こういった条文がな

ければ、その章自体が余り意味を持たないのかな

と思えるので、例えば「最高規範」ということが

ここに載ってこないのであれば、この章自体をな

くしてしまうという形になってしまうのではない

かなと思っています。 

○森戸座長 斎藤議員としては、ここに「最高規

範」を入れておいた方がいいということでいいで

すか。 

○斎藤議員 この「最高規範」というのは、やは

り前文で削除するというふうになったかどうか、

私も記憶があれなんですけど、いろいろな議論が

ありました。これは要らないのではないかという

のがあったと思うんですけれども、この言葉はや

はり前文に入れるのが私はふさわしいと思います。

ここで重なることがあっても、それは全くおかし

い問題ではないと私は思っています。 

○森戸座長 なるほど。両方にあってもいいので

はないかということですね。 

 そのことについて、何かありますか。前文は、

ちょっとあれか。前文にあって、ここにあると問

題だという方、会派があるかどうかだよね。 

○宮下副座長 すいません、私、さっきも言った

んですけれども、全体のバランスを見てどうかと

いうところで、ちょっと見ていけばいいかなと思

っていて、私としては、前文にあるから、条例に

あってはいけないというところまでは言うつもり

はないんですけれども、ちょっと全体のバランス

を見る中で不自然でなければいいと思いますけれ

ども、一応ちょっと、「最高規範」、「最高規

範」とばかり何か出てくるのも変といえば変なの

で、ですから、そこら辺は、あるべきところにき

ちんとうたわれていればいいというニュアンスで

す。 

○板倉議員 自民党に伺いたいんですが、第21条
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のところに「最高規範」という言葉を入れること

自体についてはよろしいんでしょうか。 

○中山議員 そうですね。今、ちょっと昔の資料

を経緯として探していたんですけど、本来であれ

ば、最高規範というのは、地方自治法もあるので、

基本的には、自民党会派としては、そこに最高規

範とすることを入れること自体は余り賛成はして

おりません。 

 ただ、皆さんの思いもあるし、歩み寄れるとこ

ろは歩み寄っていこうという議論の中で、例えば

「議会の最高規範」というような表現のやり方と

いうことであれば、自治体全体の最高規範とかそ

ういう話にはならないので、よしとするかという

ような意見もあったことは確かです。 

 これ、そもそも論で、もうちゃぶ台をひっくり

返すようなことはしたくないので、今さら言うつ

もりはありませんが、もともとの考え方としては、

いわゆる市民が選挙で議会に信託した、ごめんな

さい、選挙というのは、市民が、いわゆる選挙で

信託した代表権限の行使の枠を使える権利の議員

を選出するということだと思っていまして、実際

に、例えば本来、最高規範を作るのであれば、自

治体の、いわゆる選ぶ市民が定めたものとかそう

いうのが、もともとそういう議論から始まったん

ですね。つまり、議会がどこまでの権限でそれを

議論していくのかというようなところなんですけ

れども、そこまで……。 

 だから、我々、選挙によってどこまで信託され

ているかというのはちょっと考えていかないとい

けないかなという、今、その議論を始めますと、

また議会基本条例自体をやるのかやらないのかと

いうようなところになってきますので、それは言

うつもりはないんですけれども、せめて「議会の

最高規範」というところで落ち着くのであればと

は考えていますけれども、いかがでしょうか。 

○森戸座長 ここに入っていていいということで

すよね。（不規則発言あり）全体がこういうこと

でまとまるのであればということなんですが。 

○五十嵐議員 ちょっと今のところの意見なんで

すけれども、前文に「最高規範」という言葉がも

し入るとすれば、ここにまた「最高規範」という

ふうに持ってくるのも、ちょっとしつこいような

気もしないでもないなと。ここに関しては、ほか

の条例との関係とか検証とか、そこでまとめるよ

うな感じで、さらっといってもいいのではないか

というような考えも持っております。 

 すごく難しい言い方ではなくて、ただちょっと、

あそこにあって、ここにあってというのはしつこ

いかなという印象を持ったということです。まだ

前文の方も整理がついていないということなんで

すよね。（「そう」と呼ぶ者あり）それは前提と

して、ちょっと今のところ、そう思いました。 

○白井議員 僕、個人的には、別に前文と最後の

第21条ですか、というところに２か所あるだけだ

ったら、全然しつこくないかなという気はしてい

ます。前文で書いてあるのは、前文の流れの中で、

最後のお尻の文章として結論付けて言っているの

と、やはり条例の中にそれが書かれてあるという

ことは必要なのかなと私自身は思いますが、皆さ

んのご意見をしんしゃくして、今後は考えていき

たいと思います。 

○森戸座長 ただ、第21条の第１項がなくて、第

２項だけになるというのも、これはまたおかしい

ですよね。ただ、どっちに載せたらいいのかなと

いうのは。両方に載せても悪くないというご意見、

それから、どちらか一つにするべきだというご意

見とありますが、いかがでしょうか。 

○斎藤議員 たびたびすいません。前文というの

は、どちらかというと理念的なことで言っている

ことと、各条例になって、ここでは、他の条例を

制定する場合には、改廃する場合には、この条例

に反してはならないという具体的な形を言ってい

るわけだから、ここでやはり一番上の条例なんで

すよと言っておく必要は私はあるんだと思います。 
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 この条例の位置付けという形で言うとすれば、

私はもっと前にあった方がいいのかなとちょっと

漠然と思っているんですけど、そこまでは今日は

言うつもりはなくて、そういう意味で、両方にあ

ってもいいのではないかなと思っています。 

○森戸座長 ほか、いかがでしょうか。 

○中山議員 そこで、先ほどに関連してなんです

けど、最高の規範といいますか、そこを意識され

る方のご意見もお伺いしたいなと。あえてその言

葉を盛り込む意味というのはどういうものなのか

なという。 

○森戸座長 あえて「最高規範」を入れるという

意味はどこにあるのかと。 

○斎藤議員 まず、今、申し上げましたように、

議会に関するほかの条例の制定、改廃に関しては、

この条例に反してはならないということで、議会

に関する条例の中で一番上ですよということを明

確にする必要があるということが一つと、それか

ら、当然地方自治法で定められていることを条例

に盛り込むことがあるんですけれども、それには

必ず何かの目的を達成するために、地方自治法の

これこれを使うんだよという形で位置付けるわけ

ですから、別に法と条例の位置関係ということは

言いませんけれども、地方自治法で言われるこの

ことをどのように理念として達成するんだという

形のことを定めていくということですから、「最

高規範」と表現しても、私はおかしいとは思わな

いです。 

○森戸座長 いかがでしょうか。 

○中山議員 これ以上発言すると、また先ほどの

あれに戻ってしまって、まとまらなくなるので、

これ以上は言いませんけれども、１か所にあれば

いいかなと思っています。それも「最高規範」と

いうことではなく、議会としての最高規範という

か、だから、自治体全体としてのという話ではな

いんですよね。ですから、そこら辺の意味がきち

んと、市民の方に誤解が伝わらないようにできれ

ば、我々はいいと思っています。 

○森戸座長 「議会における最高規範」と明記し

ていますのでね。本当であれば、市長部局の方が

自治基本条例を作って、それとの関係で、議会サ

イドが、この議会基本条例があるという形だと思

うんですね。そういう意味で、自治基本条例は小

金井市としての最高規範であり、議会基本条例が

議会における最高規範という、相対してお互いが

条例で自治権を明定化していくということだと思

うんですけど、その自治基本条例がないものだか

ら、議会の方が先行してきているので、何となく

違和感があるんですけれども、実際は、本来は、

そういう行政とのタイアップでできていくものな

のかなと思いますけれども。 

○宮下副座長 この第21条は、正副座長の打合せ

で、まだ煮つめていなかったので、ちょっと突拍

子のない意見で申し訳ないんですけど、（「どう

ぞ」と呼ぶ者あり）この条例の位置付けを考えた

ときに、今、中山議員の話を聞いていて、ふと思

ったんですけれども、地方自治法との位置関係も

何かうたっておいた方がいいのかなとちょっと今、

ふと思って、地方自治法が万が一変わったときに、

こっちの議会基本条例は変わらなくていいのかと

いうようなこともちょっと今、考えたりなんかし

て、それも一応、今後の議論の踏み台の一つとし

ては、ちょっと残しておいた方がいいかなと思い

ました。今すぐどうこうとは言いませんけれども。

（「ちょっと休憩していただけますか」と呼ぶ者

あり） 

○森戸座長 休憩します。 

午後２時58分休憩 

                  

午後３時30分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 休憩前に、「最高規範」という文言について議

論があったんですが、前にもあってもいいし、こ

こにもあってもいいという方、前というのは前文
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ですね。それから、二つあるのは、やはりちょっ

としつこいのではないかというご意見などもあり

ました。ここについては、一応持ち帰るという形

になるんでしょうかね。各会派のご意見を。 

○小林議員 確認なんですけど、先ほど座長が言

われた前文から取るという議題は、取る方向に傾

いているんでしたか。 

○森戸座長 今、確認しているんですけど、そこ

によってですよね。（不規則発言あり）ないか。

そうか。そうですね。 

 そうすると、そこは１班の方で前文をまとめて

もらう必要があるんですかね。でないと、第21条

は前に進まないようなので。（「前文は、最後ま

で行ってから見直す」と呼ぶ者あり）前文は、最

後まで行ってから見直す。（不規則発言あり）そ

うですね。これ、委員会なので。 

○水上議員 それで、進め方として、やはり条例

本文そのものを固めていくということを優先して

やったらどうかなと思うんですね。前文と一体に

やっていくと、なかなか、前文が決まらないと、

第21条が決まらないと。第21条を固めると、前文

が決まらないみたいなことを両方一緒に並列で議

論していくと進まないので、条文をまず固めて、

その上で、前文については一番最後に議論すると

いうことに確かなっていたと思うので、そういう

ふうに進めていただけたらいいのではないかと思

うんです。 

 両方に入れるというのは、私たちの以前から言

っている考えですが、ただ、どちらかに入れなけ

ればいけないという、意見が分かれてどうなんだ

ということになったら、やはり条例本体そのもの

に、こういう最高規範であるみたいなことは入れ

ていく方がよりベターなのではないかなという考

えは持ちます。 

○森戸座長 今、見てみたんですが、ここは協議

するということになっていて、取るということで

はないですね。独任制と合議制という表現、少数

会派の全議員に対等、平等なという表現、それか

ら、最高規範。取ってほしいというご意見もあっ

たんですが、基本的に、ここは、水上議員が言わ

れたように、全体的な協議が終わった後にという

ことなので、「最高規範」という言葉も含めて、

前文はそういうふうになっていますので、条例に

盛り込むかどうかというところの判断でお願いし

たいと。 

 ですから、いろいろご意見はあると思うんです。

例えば、前文でいいので、ここの文章は要らない

という判断にされるのか、ここに入れるんだった

ら、前文は要らないというふうなご意見になるの

か、両方に入れてもいいというご意見になるのか。

だから、いずれにしても持ち帰っていただくとい

うことになるのではないですかね。そういう持ち

帰り方。 

○片山議員 持ち帰り方なんですけど、前文も含

めながらの意見を書いてくるということなんでし

ょうか。 

○森戸座長 結局、そうならざるを得ないですよ

ね。第21条だけで、ここを削除するということだ

けにはなっていかない。関連性はあるから、前文

は後で議論するにしても。なので、ここの文章、

第21条は、前文が固まるまでは保留になる可能性

は十分にあるということだと思いますね。（不規

則発言あり）一緒に議論するということになるか

もしれない。 

○片山議員 今、水上議員がおっしゃったのは、

第21条というか、条文を固めてからという話です

よね。だから、前文は一番最後に、やはり文章的

にどういうふうな、座りがいいかどうかとか、そ

ういうのも含めての判断だと思うので、だから、

第21条は第21条で固めていくべきではないかなと

私も思います。 

○森戸座長 固まればいいんだけど、前文との関

連でという話が先ほどから出ているので、ここだ

けで議論するというのはなかなか難しいかなと。 
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○五十嵐議員 私が先ほどそのように発言したと

思いますけれども、前文に載っていれば、ここは

要らないのではないかというのが私の考え方でし

て、公明党の意見も含めて、ちょっとここの部分

は保留というか、持ち帰りたいというか何という

か、ここでは大体意見は出尽くしているのではな

いかという気がしますけど。両方あって構わない

という人と、前文はともかく、ここはあった方が

いいという水上議員のような意見の人と、私は逆

のことを言っていて、ちょっと固まっていないな

という感じがしますよね。そういう意味では、ち

ょっと意見がばらばらという状態かなと。いろい

ろ聞いても、これ以上、今の段階だと、ちょっと

ゆっくり考えたいという感じもします。 

○水上議員 そうなると、だから、今、持ち帰る

のではなくて、最終的に前文を見直すときに、こ

れも一緒に議論するというふうにするしかないの

ではないですかね。それか、各会派の意見がまだ

きちんと出そろっていないんだったら、それをま

ず出してもらった上で、最終的には、前文と一体

に議論するしかないのではないかなという気がす

るんです。 

○斎藤議員 今、水上議員がおっしゃったように、

今日、この段階では、この議論を経た状況で意見

集約をすると。またしかるべきときにやるという

ことでよろしいのではないですか。持ち帰りとか

そういうのではなくて、意見が出尽くしていない

可能性があるので、要するに、１回目の意見集約、

それぞれの会派の意見を意見票に出すということ

でよろしいのではないですか。（「そう、それで

いいと思う。紙に書いた方が」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 そうです。ですから、前文との関わ

りでのご意見があるので、前文に入れるんだった

ら、ここは要らないとか、そもそもここは要らな

いとか、そういうご意見を意見集約でお願いした

いというのが提案であります。 

○片山議員 座長というか、斎藤議員に質問なん

ですけど、先ほど、この条文はここでいいのかど

うかということをおっしゃっていたと思うんです

が、もっと違う、もっと前の方というか、そうい

ったことも含めての何かご意見がもしあれば、ち

ょっと聞かせていただきたいなと思ったんです。 

○斎藤議員 普通、前文の後に、第１条で目的と

いうのがありますよね。その目的のところに、こ

の条例の位置付けというのがあった方がいいので

はないかと私は個人的に思っていまして、第１条

に目的が書いてありますから、その後に、このこ

とを、第21条の内容についてのものを載せた方が

いいのではないかなと思っています。 

○森戸座長 そういうご意見なんですが。 

 ほかの市は、最後の方に持ってきて……。 

○百瀬議員 本条例の位置付けということで、第

２項に書かれていることが、改廃する場合、見直

しする場合ということが、この条文の目的ではな

いかなと思うので、位置的には、私はこの場でい

いのではないかと思うということと、それと、こ

れが目的で、「改廃する場合においては、この条

例に反してはならない」ということは、要は、最

高規範だということを言っているので、ここに、

第１項に「最高規範」とあること自体は、前文に

あろうがなかろうがいいのではないかと私は思っ

ております。 

 それと、先ほど副座長がおっしゃいました地方

自治法との関連をどう解釈するかということを、

栗山町の条文を見ると、これは「日本国憲法、法

律及び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合

においても、この条例に照らして判断しなければ

ならない」というのがあるので、これがちょっと

重要なのかな、先ほど宮下副座長がおっしゃった

ことは重要なのかなと思うので、私はその辺もち

ょっと加味する必要があると思います。 

○森戸座長 一つは、斎藤議員から提案があった、

場所、位置付けはここでいいのかどうかというこ

とですね。前に持ってくる方がいいのではないか
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というご意見。それから、宮下副座長から言われ

た「議会は、議会に関する日本国憲法、法律及び

他の法令等の条項を解釈し、運用する場合におい

ても、この条例に照らして判断しなければならな

い」という文言を参考にして盛り込む必要がある

のではないかということが、百瀬議員からのご意

見としてありました。 

 それで、そこも含めて持ち帰っていただくこと

になるかなと思うんですが、ちょっと、もう少し

栗山町の「議会は、議会に関する日本国憲法、法

律及び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合

においても、この条例に照らして判断しなければ

ならない」となると、どうなんですかね。これで

いくと、憲法を解釈して運用する場合でも、この

条例の方が上だという解釈なんですね。違う。そ

ういうことではない。「解釈し、運用する場合に

おいても」って、そういうことではない。（「憲

法より上に行ってしまうわけ」と呼ぶ者あり）こ

れは、栗山町議会はどういうことなんですかね。

湯沢議員、どうですか。 

○湯沢議員 憲法第94条との関係で、その条文は

どうなのかなと。私はちょっと考えられないです。 

○森戸座長 考えられない。憲法第94条。解釈改

憲。（「ちょっと待って。あれは解釈改憲ではな

いんだってば」と呼ぶ者あり）解釈変更。 

 これ、ちょっと違和感はありますよね。（「違

和感はすごいあります」と呼ぶ者あり）すごいあ

る。だから、栗山町議会は、これをどういうふう

に解釈されているかというのは。憲法を超えられ

ないんですよ。（「そういう意味だと思う」と呼

ぶ者あり）これ、そういうふうに解釈するの。

「この条例に照らして判断」……。栗山町議会、

解説文ってありますかね。どうなっていますでし

ょうか。 

○飯田議会事務局次長 栗山町議会の第19条のと

ころの解説を読ませていただきます。１番として、

議会運営における最高規範であることを規定。２、

憲法や法律における議会に関する条項の解釈につ

いても、地方分権一括法の制定により、地方と国

が対等、同格であることから、必ずこの条例に沿

った判断をすることを規定となっております。 

○森戸座長 どうでしょう。ちょっと難しいね。

どうですか。超えられないですよね。憲法を超え

ることはできないし、地方分権があったとしても、

法律の上乗せとかというのはあると思うんですよ

ね。でも、その法律を超えるということにはなら

ないかなと。この条例の方が上だということには

ちょっとなり得ないかなと。 

 栗山町議会の何らかの判断があって、こういう

文章が入っているんだろうと思うんですよね。多

分、市町村合併が進められる中で、しゃにむに合

併に進んでいく中で、栗山町は合併しなかったわ

けですよね。その辺りのいろいろな判断の中で、

何か国にだけ従うものではないんだみたいなもの

が、こういう文章になって表れているのかなとい

うことかなと思うんですが。 

 これは百瀬議員からご提案があったんですが、

どうでしょうかね。 

○百瀬議員 今、ちょっと声に出して読んでみる

と、多少、やはり皆さんがおっしゃるとおり違和

感があって、憲法を超えるということはあり得な

いんだろうなと思うのですが、先ほど宮下副座長

のおっしゃった地方自治法との関係とかというの

は何らか記載が必要なのかなという思いでありま

す。 

○森戸座長 なるほど。分かりました。 

 地方自治法の関係で、どうまとめるかなんです

が、ちょっと宮下副座長、もう一度言っていただ

いてよろしいですか。すいません。 

○宮下副座長 今、ここですぐ結論というふうに

は私は考えていないです。「議会における最高規

範」という表現を入れると、とにかく最高規範と

なると、やはり最高ですから、その上がないとい

うことになるので、この位置付けは気を付けてお
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いた方がいいなというので、ちょっとこだわって

います。「議会における」と書いてあるので、議

会を超えるということにはならないんですけれど

も、一応そういう意味で、最高規範ということの

重要性を鑑みて、この条例が、今度は地方自治法

との関係、そしてまた憲法との関係で、どの辺に

位置付けられているかという部分は、何か規定を

するなり、もしくは、条文を読むと何か分かって

くるような、そんな位置付けはちょっとしておい

た方がいいかなと思うので、だから、第21条に入

れるか、もしくは、前文の規定の中で工夫をする

とか、何かそういったこともあり得るということ

で、結論を今すぐここで出すつもりはないんです

けれども、一応そういうことを考えています。 

○森戸座長 地方自治法とこの条例との関連性を

述べた方がいいということですね。 

○斎藤議員 憲法と地方自治法と小金井市議会で

制定する条例と、これの上下関係と言っていいの

かどうか分からないけれども、これはもう決まっ

ていますよね。それを改めて言うためには、改め

て言っても悪くはないと思っているんですけど、

ただ単にそれを繰り返すのではなくて、それを載

せるとすれば、やはり何らかの表現は必要になっ

てきますよね。そういうふうに私は思っています。 

○白井議員 今、議論になっているようなことは、

位置付けの裏付けというか、ほかの法律とかとの

関連性の話は、私としては逐条で解説すればいい

のかなと思っております。なので、あくまで意見

としてなんですけどね。例えば八王子市の基本条

例に関しても、同じように、最高規範ですという

ことは条例第19条に書いてあるんですが、やはり

逐条解説で、こういうふうに書いてあるんですね。

「議会に関する他の条例・規則等の中で最高規範

であることを規定しています」と。だから、地方

自治法とかという、一般的に考えられている上位

概念の法律とかは、特に明記はしていないんです

ね。あくまで八王子市の中で、議会に関する他の

条例・規則の中で最高規範であるということが書

かれてあるので、こういう考え方で、こういう逐

条解説ということを検討したらどうかなと思って

います。ほかの市議会でも、幾つかそういうのは

見受けられます。 

○森戸座長 逐条解説の方で述べた方がいいので

はないかというご意見ですね。 

 では、載せた方がいいだろうというところがあ

れば、それは具体的な条文として提案してもらっ

た方がいいんですかね。 

○片山議員 どういうふうになるかは、議論して

変わっていくかと思うんですけど、これまでの議

論の中でも、地方自治法を超えるということでは

ないんですけど、ただ、それに規定されているも

のより進んでいることを提案していっているとい

うか、定めていっているというか、実際、行って

いるということがあるかなということを踏まえな

がらやっていった方がいいかなと思いますので、

私も、何かしらちょっと書くとしたら、逐条に少

し書くぐらいかなと意見としては思っているとこ

ろです。 

○五十嵐議員 当然私も、地方自治法とか憲法と

かということは上位に位置すると思いますので、

そういう認識なんですけど、例えば、この条例の

中で、公聴会とかそういうような、地方自治法に

根拠を持つようなものを使っていますよね。例え

ばですけど、その根拠を持つようなものが、地方

自治法が変わったということになると、それを受

けて変える必要があるかどうかみたいなこととい

うのは、やはり検証が必要なのかなという思いが

あるんですね。 

 そういう意味では、例えばですけど、第21条の

第２項の方で「議会に関する他の条例等を制定し、

又は改廃する場合においては」みたいな、ちょっ

とこれは反してはならないですけど、例えばこう

いうのとか、あるいは、次の第22条で検証とかと

いうのがあるんですけど、そういう上位法の改廃
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の、何というか、必要に応じてですよね。という

ふうにどこかにうたうというのも一つの方法なの

かなと。 

 基本的には、この議会基本条例の基本を変える

ものは余りないと思うんだけど、そういう文言で、

上に、地方自治法に使っているものを根拠にして

いる部分が変わったときは、見直しの必要性があ

るかなという気がするので、そんなふうにどこか

にちょっと載せておくというのも方法なのかなと

いう気がします。具体的に文言はちょっと出てき

ませんけど、逐条だけではなくて、そういう表現

の仕方もあるかなと思います。 

○森戸座長 そうしたら、ちょっと幾つか課題が

あるかなと思いますので、整理して、意見集約を

する必要があるかなと思うんですが、地方自治法

を条例の文言の中に何らかの形で入れたいという

ことなんですね。そのことについて具体的な提案

があれば、それは書いていただくというのが一つ

かなと。 

 それからもう一つは、本条例の位置付けを前の

方に、目的の後に持ってきた方がいいのではない

かというご意見もあったんですが、これもどうな

のかと。 

 それから三つ目には、「最高規範」の部分です

よね。ここに盛り込むのかどうかという、この三

つかなと思います。 

 片山議員から、小金井市の議会は地方自治法を

超えているのではないかと。超えているような実

態があるのではないか（「超えている」「進んで

いる」と呼ぶ者あり）進んでいる部分があるから、

そこも踏まえて、逐条解説できちんと明らかにし

た方がいいと。超えている部分ってどういう、進

んでいる部分。（不規則発言あり）語弊があるけ

ど。進んでいる部分。（「解釈」と呼ぶ者あり）

解釈。最近、解釈がはやっていて。 

 地方自治法を上回るということはできていない

んですけどね。ただ、地方自治法の改定で、十分

にまだ実践ができていない部分はあると思うんで

すよね。学識経験者の活用とかそういう部分を含

めて。その辺りも、どういうふうな表現にしたら

いいか。逐条解説でうたうとしたら、どういうも

のにしたらいいのか。他の法律との関係について

ご意見があれば、それも載せていただくというこ

とでどうでしょうか。よろしいですか。では、そ

れでまた皆さんのご意見を頂ければと思います。

第21条の意見集約ですね。 

 それから次に、条例の検証等ということで第22

条であります。これは意見が分かれております。

何が違うかというと、３会派は、当時の３会派か

な、「必要に応じて検証するものとする」という

ことですね。２会派からは、「議会は、この条例

の目的が達成されているか否かを、議会運営委員

会において検証するものとする」ということで、

ここの部分は、当時、民主・社民クラブ、それか

ら、自民党なのかな。公明党も若干違うというこ

とで分かれています。当時のみどり・市民ネット

と共産党市議団と改革連合は、多分この案１でい

いのかなと思っているんですが。 

○斎藤議員 これは、検証することは、どの会派

も、どちらも、誰も反対していないところで、必

要に応じてか、ただ単に検証するかであって、公

明党ではなくて、民主党がそういうことなのかも

しれないんですが、議員の提案は２人いればでき

るわけだから、検証、改正の議論をしようと思え

ば、各定例会、いつでもできることなので、そん

なに対立するほどのことではないのではないかな

と私は思っています。 

○森戸座長 そうですね。おっしゃるとおりで、

対立するものではないんですが、ただ、かなりこ

こは（不規則発言あり）「必要に応じて」でよろ

しいですか。（「そんなにこだわらない」と呼ぶ

者あり）こだわらない。では、改めて、新しい議

会ですので、両方で問いたいと思うんですが、ど

うでしょうか。別にここは議論することはないで
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すよね。どうやって検証、検証結果を出さなけれ

ばいけないんですよね。検証するとしたら、この

項目についてはどうなっているかという。検証す

るというのは、そういうことですよね。それを４

年に１回やるのか、毎年やるのか、（「必要に応

じてか」と呼ぶ者あり）必要に応じてか。 

○小林議員 前の議論を全部分かっていないので

あれなんですけど、例えば、案１の「必要に応じ

て」の場合というのは、何かこれがというものが

あって、それに対して議論をしていくわけなので、

第１条から第22条までをちゃんとできていますか

というふうに見ていく話ではないと思うんです。 

○森戸座長 そうですね。ただ、どこかの議会で

全項目、検証をやられたところってなかったでし

たか。それはないですか。何かどこかで見たよう

な気がしたんだけど。（不規則発言あり）案２だ

と。そう。「必要に応じて」は、それはないです

よね。地方自治法が変わって、もうちょっとここ

を変えなければいけないとかというのはあると思

うんですよ。２番の方は、位置付けとしては、も

うちょっと強力なんですよね。 

 では、これは、全体持ち帰っていただくと。よ

ろしいですか。 

○片山議員 前議会の３会派と２会派に分かれて

いるこれのあれが、ちょっと私、理解がうまくで

きなくて、何か、別に皆さん、「必要に応じて」

みたいな感じがするんですが、気のせいでしょう

か。案２というふうにおっしゃっているところが

余りないような気がするんですけれども。３会派

と２会派に分かれているのが、ちょっと私はよく

分からないんですけど。 

○森戸座長 おかしいね。これ、３会派って……。

（「原案というのは、だって、両方出ている」と

呼ぶ者あり）これ、どうだった。もう一度、ちょ

っと整理すると。（「集約しよう、もう一回」と

呼ぶ者あり）もう一回集約しましょう。 

○小林議員 私も片山議員が言われたところも気

になるんですけど、だから、持ち帰るというか、

意見表明するに当たって、もし案２のご主張があ

れば伺っておいてもいいのかなというのはありま

すよね。 

○斎藤議員 私、どちらでもいいと言ったんです

が、案１の場合は「必要に応じて」ですから、本

当にそのまま必要に応じてですけど、案２の場合

は「検証するもの」ということであると、その期

間が発生してくるのかなというところなんですよ

ね。それが１年か４年なのか、この下に書いてあ

るやつは。ですから、案２がいいと言った人は、

検証する期間も、いつ検証するのかということも

併せて意見を言っていただかないと分からないだ

ろうと思うんです。 

○森戸座長 そうですね。多分４年に１回ぐらい

というのが、みどり・市民ネットと共産党ではな

かったかなと思うんですけど。それで２会派なの

ではないかと。公明党はあれでしたよね、「必要

に応じて」。（「うちはそう。３会派のうちの」

と呼ぶ者あり）３会派。みどり・市民ネットと共

産党が案２です。なので、もちろん変更もあり得

るわけですけれども。 

 議会基本条例の検証を行っているのは、長野市

議会なども行っていますけど、諫早市議会も行っ

ていますね。諫早市議会は、第３条、第４条とず

っとやっているんですね。第６条、第７条、第８

条、第９条、第10条。諫早市ですね。これは年に

１回なのか、ちょっとそこまでは分かりませんけ

ど。 

 ということで、これは持ち帰っていただくとい

うことにしたいと思います。 

 これで大体終わりました。あと、第23条。これ

は「この条例に定めるもののほか、必要な事項は、

別に定めるものとする」ということで、たたき台

にはなかったんですが、入れた方がいいだろうと

いうことで、要綱だとかそういうものになってい

きますので、これは入れたということで、ここは
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余り異論がないのかなと思いますので、第23条は

一致でよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あ

り） 

 終わりました。ありがとうございました。

（「一通り全部行きました」と呼ぶ者あり）一通

り終わりました。（「信じられないぐらい」と呼

ぶ者あり）ありがとうございました。事務局の皆

さんもお疲れさまでございました。（不規則発言

あり）まだ終わりではないです。（「まだ終わり

ではないです。一通り最後まで行ったという」と

呼ぶ者あり） 

 では、本日はこのぐらいにして、協議会に切り

替えたいと思いますが、よろしいですか。 

 では、本日の質疑、また意見交換は、このぐら

いで終了したいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 ご異議なしと認め、本日の議会基本

条例策定代表者会議を終了いたします。お疲れさ

までした。 

午後４時08分閉会 


